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　（１）労働制度の「改革」

　労働制度においては，使用者と労働者およぴ事業主体としての国家カ当事者

を構成している 。これらの当事者問におげる関係は，労働の生産物が商品形態

をとるもとで，労働者に労働と生活の基準を保障するための制度的に観定され

た分配 ・交換関係である 。この制度的に観定されるということは，労働契約に

たいする集団的自治にもとづく保障はもとより ，労働保険によっ て労働契約を

さらに補足して保障することである 。労働者と資本家との問の交換は，この制

度的保障によっ て， 価値法則の貫徹する場とそこでの貫徹の仕方を規定される 。

すなわち，場というのは，制度が対象とするところが国内的であり ，国際的関
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係によっ て修正される場を想定すること 。さらに，制度的に承認された労働関

係の範囲ということである 。貫徹の仕方については，市場におげる変動の幅が

制約されるということであるし，労働と生活の基準が示す現実の水準の構造的

発現をも同時に示すものである 。

　労働制度は，分配 ・交換を規定する場合に，労働者と使用者を当事者とする

労働契約にたいする集団的白治により規制され国家を事業主体とする労働保険

によっ て補足された労働と生活の基準を，設定し保障する機能を果たすのであ

る。 ところが，労働契約にたいする集団的自治を企業 レベルに封じこめ，企業

レヘルによっ て成立する基準をもっ て， 全体　　地域，産業，全国　　 レヘノレ

の基準を規定していこうとする動きが，一定の杜会的条件のもとで強められて

きている 。元来，企業 レベノレ と全国 レベルの基準の間の相互関係は，労働組合

の労働　　職務を軸とした仕事　　にたいする規制力，あるいは規制の態様 ，

すなわち交渉，協議におげる対象 ・方法などに規定される 。それは，職場にお

げる労働問題　　今目でいえは配転 ・出向なと　　にかかわる労働関係が政策

・制度 レヘノレの間題まで拡大する場合，このレヘノレの違いは労使関係 レベルの

労働組合の発言力の大きさの問題はもとより ，労使関係制度のレヘノレの拡張の

間題に，及はさるをえたいということをも意味する 。さらに，階級的対立にた

いする国家の対応，その対応の方向を規定する政治 ・経済的状況によっ て， 企

業レベノレの労働と生活の基準が中心的規制対象として浮上してくる 。国家の権

威の弱さをおぎたう意味で，企業 レベノレの意志決定が求められる場合と ，国家

の権威に依存して企業 レベルの意志決定が指導される場合との違いはあるが ，

いずれにしても ，企業 レベノレでの労使関係が重視されてきた 。

　かくて，企業 レヘノレにおげる労使関係は，仕事にたいする規制が，事業所な

いし職場におげる集団的自治にまかされえないとする外性因　　経済政策と政

治構造　　によっ て見直しを迫られたときに，あらためて問題となる 。たとえ

ば， 「生産性交渉」は，元来，基本的には職場 レベルの交渉事項に属するとい

ってよい。それは，労働契約が職種ないし職務の領域を確定したうえでの契約

である場合には，配置転換を惹き起すような作業方法 ・作業量の変化は職場に
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おげる集団的自治によっ て結着させられねばならたいからである 。このようた

作業方法や作業量の変化が，これまでの労働慣行の変更を求めることになれは ，

何よりも職場の，そしてそこでの職場集団　　フォーマル，イソフォーマルた

構造の組織　　との間の交渉ないし協議が必要にな ってくる 。そこで職場の労

使関係ともいうべきものは，労働組合主義の団体交渉，制度的にはその国々に

よっ て若干の特性を与えられている労働協約制度において，それらの全体構造

のもとにおげる位置関係のもとにとらえられねはならたい 。

　職場集団によるｒ生産性交渉」（Ｈ．Ａ ．クレッ グ著，牧野富夫 ・木暮雅夫訳ｒイギ

リスの労使関係制度』時潮杜，１８７７年，８～１０べ一ジ）は，労使の団体交渉による

生産性協約にとっ て， 補足的な位置にあるが，しかし団体交渉制度のもとに公

認されるか非公認のものとたるかは，産業別協約の内容と関連している 。すな

わち，職場で発生したトラブノレは，協約によっ て示される労働基準の実体的規

則にかんするものであるが，その解決のための手続にのせられる場合とのせら

れない場合とが発生する 。労働協約が，たとえは職場において実体的規則を調

整する余地を残し，交渉の手続についても明確にされていれば，あらためて職

場レベルの交渉に間題をみる必要はたい。他方で，労働協約　　産業別協約 ，

ときに全国協約において　　が，産業規模，あるいは国民経済規模の交渉によ

る労働と生活の基準の実体的規則と手続的規則を協定するように努められる場

合， 政府との関係を考慮したうえで，労働組合主義によっ て構想される「国

家」，コーポラティズムをそこにみることができる。Ｈ．Ａ ．クレッ グがいうよ

うに，たとえぽイギリスでは，「１つの制度として労使関係の全ての局面を産

業規模で規制する方向にあり ，そこでは，労使合同の地区機関 ・個六の企業 ・

地方の組合役員の仕事が，全国組合と使用者連合が締結した協約を，それらに

代っ て解釈し運営することに（その機能を　　引用者）制限される」（前掲ｒイギ

リスの労使関係制度』，１６９～１７０ぺ一ジ）と考えられてきた。産業別交渉を軸とし ，

実体的規律と紛争処理手続を規定するとともに自已のメソハーを労使それぞれ

が統制する 。紛争について，国家はこれを調停 ・伸裁し，労使問を調整する役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
割を担っている 、労使関係にたいし，国家カミ調停 ・伸裁の役割をこえて介入す
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る必要が生じるのは，作業停止が経済上重大な影響を与えるような場合である 。

たとえぼ，所得政策の登場がそうである 。しかし，かかるコーポラティズムも

職場 レベルまで内部統制が行きわたるのでなげれぱ効果は削がれる 。そこから

あらためて職場の労使関係の制度化が提起されることになる 。

　所得政策の登場は，賃金引き上げを，経済政策において設定された判断基準

にもとづいて，正当化されなげれぼならないものとした。所得政策は，白由貿

易市場のもとで一定の成長率を維持することを国際的に要請され，この要請に

こたえるためにも物価上昇を抑制しなげれぱたらたくな ったとき，それは先進

資本主義諸国にとっ て共通の政策とたる 。さらに，アメリカの主導のもとで足

並みを揃えた先進資本主義諸国の経済成長が，過剰流動性にもとつく価格爆発

をまねき，資源 ・エネ ノレ ギー価格の急騰をもたらすと ，資本の過剰蓄積が一挙

にふき出してくる 。こうして，総需要の抑制が，先進資本主義国に共通の政策

課題となるにいたる 。国によっ て， 状況の違いはあ っても ，需要管理のための

賃金抑制は，経済成長政策がとられていた時とくらべて一段と強く求められる

ようにな ってきた。そして，賃金抑制が政策の主要手段となると ，労使の集団

的自治にたいする国家の干渉が考えられるようにたる 。それは，団体交渉制度

にたいするｒ改善」の目論見を生みださずにはおかない 。

　団体交渉制度のｒ改善」は，産業ないし全産業 レヘルの交渉と地域，事業所 ，

職場 レベルの交渉を垂直的に統合することである 。しかし，その場合の最重要

環は，職場ないし事業所 レヘノレである 。もちろん，職場や事業所 レヘルの交渉

が， 企業 レベノレの交渉に吸収されているわが国の場合では，企業 レベルの交渉

が軸とな って産業，全産業 レベルの統合は進展する 。この問の事情については ，

春季賃金闘争で政府による賃金のガイド ・ライソの発表を財界がよろこばず ，

短期問でその発表が行たわれなくな ったことや，「生産性基準原理」の具体的

展開にあた って個別事情として産業 ・企業の業況や支払能力が勘案されるべき

だという主張（日経連事務局編ｒ賃金交渉の手引』，別冊ｒ経営者』目経連弘報部 ，

１９８３年版，５７ぺ一ジ）を指摘すれぱよかろう 。労働組合サイドでは，労働４団体

による賃上げ要求基準（ちなみに，１９８３年春闘では７％）を決定し，金属労協主導

　　　　　　　　　　　　　　　　（４７７）
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で相場形成してきた。しかし，「鉄冷え」のムードで低額の鉄鋼回答が国民経

済および労使関係の全体をリードすることにたいする反発が，金属労協の集中

決戦前に先行組合の闘争を設定し，これを重視させた。こうした動きは，長期

にわたる景気の停迷のもとで，産業間に業況の差が顕著とた ってきたことを反

映するもので，１９８３年春闘では金属労協は産別自主決定体制つくりを戦術とし

て決定することとな った。賃上げ要求基準を設定しても，産業問の業況差によ

り「自決体制」をとらざるをえたいということは，業況と賃金支払能力を根拠

とする賃上げ闘争に不可避の矛盾が露呈したものである 。それにしても，産業

・企業の業況と賃金支払能力に配慮するかぎり ，結局，賃上げは企業 レベノレの

交渉に依存することにたるらしかも，賃金が，春闘による上昇部分と定期昇給

による上昇部分によっ て引き上げ額がきまるのであれぱ，企業 レベノレの交渉の

占める位置が大きくなることは明らかである 。

　わが国の団体交渉制度の特徴をこえて，企業 レベノレの交渉を産業 ・全産業 レ

ベルに統括するうえで，企業 レベノレの交渉があらためて重要視されるようにな

る。 それは，政治的制度を補足する政策決定システムとして，国家の権威に頼

らざるをえたい場合は別として，政策の実施を労使の自主交渉に依存しようと

すれぱ，企業 ・職場 レベルの労使関係が重要とな ってくるからである 。企業 レ

ベルの交渉が重要視されるという場合の，その内容は，労使関係の基盤を洗い

直すことである 。

　労使関係の基盤を洗い直すことは，労働関係について個別的 ・集団的労働関

係という２つの形態相互の関係はもとより ，労働関係概念そのものにも及ぶ問

題をはらんでいる 。労働関係の２つの形態の間の関係は，労働法の性格的傾向

と労働行政の動向とに，よっ て・ 実体的に規定されてくる 。今目 ・わが国でみら

れる志向は，団体交渉よりも労使協議を重視し，労働契約の内容を明確にし ，

労働関係を労働契約関係にもとづく労使のバートナーシッ プとしてとらえなお

そうとするものである 。そこでは，労働関係における使用従属関係の側面が見

直されることになる 。この見直しは，生産性交渉におげる職場交渉の実体的 ・

手続的規則を形骸化させることを基本方針としているといえる 。すなわち ，
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　　　　　　　　　　　２）
ｒ総合的人事管理 ノステム」は，Ｍ ・Ｅ化を軸とする技術革新にとっ て不可欠

のものであるが，なかでも能力主義処遇と能力開発は，労使関係に大きく影響

することにたる 。このようた技術革新にたいし，労働組合の対応は，わが国の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
場合必ずしも十分に仕事の規制として効果をあげているとはいえない。能力考

課にもとづく昇進 ・昇格 システム が， 賃上げにとっ て無視しえない以上，本来

的にはこの部面での労使関係が構成されたげれぱならない。とくに，この昇進

・昇格 システムは，配転，出向など移動による資格引き下げを含むので，労働

組合による観制がなされて当然といえる 。しかし，実際には，労働契約の内容

を明確にすることによっ てこれに対処することが基本とされている 。労働関係

は， 個別的労働関係の形態が重視され，それは集団的労働関係の彩態にたいす

る「自立性」を，労働配置にたいする労働協約の実効性の乏しさからも確保し

ている 。個別的労働関係のこの「自立性」こそ，企業 レベノレにおけるバートナ

ーシッ プの形成にとっ て， 労働協約制度の修正を実現するものである 。この修

正は，’脇約の　般的拘束力にかかわ っても ，労働関係の労働契約関係と使用従

属関係を構造化して，労働協約制度の分権化をはかり ，同時にそこでの当事者

関係にバートナーシッ プを成立させることをねらっ たものである 。

　さらにいえぼ，資本の過剰蓄積の処理過程で発生する過剰雇用の「調整」は ，

労働関係を錯綜させ，それによっ て労働関係に複雑な状況をもたらす。とくに ，

１９６０年代から普及しはじめた一時的た労働（ｔｒａｖａ・ｌ　ｔｅｍｐｏｒａｒ・ｅ）１よ，１９７０年代に

入っ て石油危機とそれに続く世界同時不況のもとで，急速に拡大する傾向を見

せ始めた。そしてそれは先進資本主義剛こ共通にみられるようにな った。派遣

労働者（被供給労働者）の登場は，雇用者と使用者とを派遣労働者との労働関係

において分離させることにな った。この分離は，建設業などにおげる重層的請

負関係において早くからみられたものであ ったが，いまでは，それはもっと広

範にみられるようにな った。こうした労働関係に基因して発生したトラブル

　　たとえは労働災害や賃金不払　　にたいして，裁判や労働行政上の対応

は， もっ ぱら使用者の責任を元請に遡って追求することであ った。使用者概念
　　　　　　　　４）
のこのような拡大によっ て， 労働者を保護する場合，使用者の責任の内容が必

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７９）
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ずしも被供給労働者が求める権利保障の内容と一致するものではない。という

のは，たとえば被供給労働者と雇用者および使用者との問の労働関係について ，

労働者　般における労働関係を認める場合には，被供給労働者にも集団的自治

の能力が与えられるのに，使用者概念を拡大するだげでは，労働者　般に認め

られたその権利が保障されないからである 。

　派遣労働者によっ てもたらされる労働関係の錯綜を，使用者概念の拡大によ

って整理しようとするのは，労働関係において個別的労働関係のｒ自立性」を

確保しようとする動向と結びついて，労働関係の構造的変質をもたらすことに

なる 。労働関係の構造的変質が，企業 レヘルを基盤として進行するところに ，

労働市場の企業外部と内部との分断といわれる現象があらわれる 。企業内部の

労働市場機能のｒ改善」こそ，労働関係の構造的変質の最も重要な資本側の意

図である 。これに対して，企業外部の労働市場機能の「改善」は，すでに述べ

た産業別交渉の改革として，企業 レベノレの交渉に帰結するもののほかに，独自

に， 完全雇用のための修正措置と杜会保障制度との改革の間題がある 。

　先進資本主義国の間で，完全雇用政策を実質的に放棄する国がふえてきた 。

わが国の場合，第４次雇用対策基本計画（１９７９年策定，１９７９～１９８５年度）は，最終

年度の完全失業率を１．７劣以下に抑え，完全雇用の実現を目標に据えている 。

しかし，第４次計画は，第３次雇用対策基本計画（１９７６～１９８０年度）のもとで展

開された「新しい雇用対策」，すなわち過剰雇用の調整に見合った「失業防止」

対策の方向を更に発展させようとするものとされる 。したが って，この「新し

い雇用対策」の内容が，企業の雇用管理を整序するものとして，不安定雇用の

創出を促進するものでしかなかった。このことは，雇用安定資金制度の実質的
　　　　　　　　５）
機能をみれぱよい。また，第５次雇用対策基本計画（１９８３年策定，１９８３～１９９０年

度）は，なおもｒ完全雇用の達成」に固執している 。高齢化と女子の職場進出

による労働力供給の多様化と ，サ ービス経済化，新たな技術革新，産業 ・職業

構造の変化による労働力需要との間のミスマッ チの解消が「質量両面にわたる

完全雇用の達成と活力ある経済杜会の移成」（労働省ｒ今後の雇用の展望と雇用対

策の方向　　第５次雇用対策基本計画　　』，１９８３年，５ぺ 一ソ）という課題にこた

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８０）
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えるとしている 。

　しかしながら，第５次雇用対策基本計画の「雇用の維持 ・拡大」は，「安定的

た経済運営」を第１に掲げている点では第４次計画と同じであるが，　「新たた

雇用機会の拡大」は第５次計画では降ろされている 。かわ って，景気後退期の

ｒ失業の発生を予防し，また離職を余儀たくされた者に対して早期再就職を促

進するため，企業の雇用安定への努力を促すとともに企業の雇用維持努力に対

する援助措置の活用，能力再開発訓練の機動的実施に努める」（前掲ｒ第５次雇

用対策基本計画』，１４ぺ 一ジ）としている 。第４次計画の労働時問の短縮は，第５

次計画では労働時問の改善とされ，短縮の方途について基本的な違いはないが ，

あらたに，「労働時問の短縮等その改善が雇用の維持，確保の面で意義を有す

ることも踏えてその一層の推進を図る」（同上書，１４ぺ 一ジ）とされている 。労

働時問の短縮が雇用の維持 ・確保と結びつげられてはいるが，高年齢者などの

雇用増を図るためのｒ短時問就労等多様な就労移態」を可能にする条件整備と

して主張されているのであ って，労働時間の短縮の内容としては問題を残して
　　６）

いる 。

　完全雇用政策を維持するとい っても ，雇用機会の拡大は放棄され，短時間就

労たど多様た就労彩態による ，高年齢者と女子の就労確保，企業の雇用維持努

カヘの援護による失業の防止でしかたい。労働力の需給バラソスは，高年歯令者

と女子の労働力におげるミスプッ チととらえられ，この層の労働力のミスプッ

チの解消はその内容にかかわらず完全雇用の実現とされている 。すなわち，高

年齢者と女子の労働力は，周辺労働力としてとらえられ，その雇用対策は雇用

機会の拡大によっ てではたく ，短時問就労など多様な就労形態のための条件整
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
備に重点がおかれる 。他方，企業内過剰雇用は，賃金抑制＝雇用優先と雇用調

整給付金 ・助成金によっ て企業内にかかえこまれてきた。しかし，賃金を抑制

された雇用優先は，労働と生活の基準を低下させるものでしかないし，給付金

・助成金は結局のところ解雇に道を拓き，現実には下請労働への組みこみに使

われることさえあ った。にもかかわらず，第５次計画では完全失業率は，１９９０

年度２％程度を「目安」としてできるだけ低くするよう努めると調子を落さざ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８１）
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るをえたくな ってきている 。いまや完全雇用政策は，完全失業率の上昇と，多

様な就労彩態に基つく不安定就労者の増加をもっ て軽うじて成り立つものでし

かない。しかも，生産性上昇率の範囲内の賃上げ，消費者物価上昇率を充たす

か充たさないかの賃上げによっ て， 現実に，わが国は，「ケイソズ主義と福祉

国家」から脱却しつつある（日経連事務局編ｒ賃金交渉の手引』，別冊ｒ経営者』，目

経連弘報部，１９８４年版，１１～１２ぺ一ジ）とさえいわれている 。

　失業者を不完全就労させるには，杜会保障の見直しが必要とたる 。この見直

しについては，１９７０年代中頃から主張され始めたが，今目では，高齢化間題と

して，定年延長と年金支給開始年齢引き上げの相互関連たどとして問題にされ

ている 。杜会保障負担について，国家財政のｒ危機」とかかわ ってのことのみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
でなく ，企業の負担増からも ，これが間題にされるようにな った。健康保険 ，

厚生年金保険，労働保険などの保険料が賃金にはね返るし，法定福利費も増加

し， 企業の杜会保障負担増が総額人件費を押しあげる 。そこで，企業の杜会保

障負担も，生産性向上の成果配分として考えられるべきという主張を生むので

ある（前掲ｒ賃金交渉の手引き』１９８４年版，１６３ぺ一ジ）。

　以上述べてきたように，現代資本主義の危機対応として「ケイソス主義と福

祉国家」からの脱却がはかられる 。しかし，この脱却は労働と生活の基準の低

下につながり ，労働制度のｒ改革」とたる 。かの脱却のための政策転換に当た

って，政策決定のサブ ・システム そのものの再編 ・補強が必要となる 。そのた

めの労働制度の「改革」でもあり ，その場合，企業 レベルにおげるこのｒ改革」

の現われこそ，最も考究されるべき課題に他ならない 。

１）　イギリスでは，１８９６年に調停法（ｔｈｅ　Ｃｏｎｃ１１１ａｔ１ｏｎ　Ａｃｔ）を制定し，調停業務

　を行た ってきた。それは諸団体の紛争の解決を援助することであ った。１９１９年の

　労働裁判所法（ｔｈｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａｌ　ＣＯｕｒｔｓ　Ａｃｔ）で，労働裁判所が設置された。それ

　には調停のための中立性が求められるが，政府による賃金凍結が行なわれると ，

　その中立性が影響をうげたといわれる（Ｈ．Ａ ．クレッ グ著，牧野富夫 ・木暮雅夫

　訳ｒイギリスの労使関係制度』，時潮杜，１９７７年，３１０べ一ジ）。

２）従業員高齢化が，年功序列制の下で人件費の増大，組織の肥大化と人事の停

　滞，モラー ル・ ダウソを招くとして，低成長下の従業員高齢化に対処して企業成

　　　　　　　　　　　　　　　（４８２）
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　長をはかり ，経営効率化を進めるための，ふさわしい人事管理システムが必要と

　なるという（日経連事務局編『賃金交渉の手引き』，別冊『経営者』，目経連弘報

　部，１９８３年版，９４ぺ一ジ）。

３）労働協約による配転 ・出向の取りきめは，人員と選抜基準たど，大まかなもの

　である 。

４）労働法上の使用老概念は，労働契約関係と使用従属関係カミ分離するようた労働

　関係において，「労働契約たき労働」関係において労働老に事実上の支配力を行

　使するものに使用者責任を認めるものとされてきている 。労基法上の使用者と労

　組法上の使用者の差異，黙示の契約が成立したとみる判断基準，黙示の契約の成

　立を前提せず，使用従属関係の有無によっ て判断することが可能か否か，次どに

　ついて実態に即した法的検討が進められるとみられている（労働省労働基準局編

　著ｒ改訂解釈通覧 ・労働基準法』，総合労働研究所，１９８１年，５３～５６べ一ジ）。

５）たとえぱ，中高年齢者雇用開発給付金が，大企業のｒ減量経営」，「雇用調整」

　による中高年齢労働者の排除と中小企業への押しつけのための潤滑油的機能を果

　たしたことたどをみれぽよい（江口 英一・ 田沼肇 ・内山昂編ｒ現代の労働政策』 ，

　大月書店，１９８１年，８９べ一ジ）。

６）労働時間の短縮は，フラソス，西ドイツでは週３５時問が目標とされる時代であ

　る 。労働時問の短縮は，より多くの余暇とより少ない疲労ですむ労働のための条

　件を調整すると同時に，雇用を調整することを目的としている 。しかし，労働時

　問の短縮は，フラソスの最近の経験によれぱ，法令の公布だげで効果があるもの

　ではたく ，政府の行政介入によっ て効果があがるものである 。さらに，ＩＮＳＥＥ

　のアソケート調査（１９８２年）によれぱ，工業（２５００企業）で１０，０００～２０，０００人
，

　商業（１，２００企業）で４，０００～８，０００人の雇用がつくりだされた。工業および商業

　の実員の０．２～０．４％に当たるものであ った。しかし，追加された定員の雇用は ，

　ハートタイム 雇用を含んでいる（Ｌ１８１ｓＯｍ　ｓｏｃ１ａ１ｅ８Ｎｏ９２２３ｄｕ１９ａｖｒ１１１９８４
，

　ｐｐ．１３～１４．）。

７）企業の過剰雇用感は，「減量経営」の進展で徐々に低下したが，１９８１年以降再

　度上昇傾向にあるという（前掲『賃金交渉の手引き』１９８４年度版，９９～１０１ぺ 一

　ジ）。

８）　目経連『労働間題研究委員会報告』（１９８３年）は，「現行の杜会保障制度を福祉

　の原点に返って全般的に見直し，『負担』とｒ給付』のバラソスをはかる」こと

　に努めるべきとしている 。１９８４年の『労働間題研究委員会報告』では，高齢化間

　題として総括されている 。ｒ企業の杜会保障負担の増大は，企業活力の低下，ひ

　いては経済杜会の硬直化へとつたがる」のでｒ負担」とｒ給付」のバラソスから

　見直し，「高齢化杜会に適応したシステムを再構築する必要」がとかれる。同時

　　　　　　　　　　　　　　　　（４８３）
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　　に，「関連諸制度全体を総合的に見直すことが最も重要」だという（前掲『賃金

　　交渉の手引き』１９８４年版，１６４べ一ジ）。

　（２）企業構造における労働制度

　労働基準を，労働者による作業量の観制によっ て実現するには，職場 レヘル

におげる規則の作成が必要である 。この職場 レベルの揚則は，第一義的には労

使間の交渉にもとづいて作成される 。しかし，職場 レベルの観則は，交渉手続

と実体的基準からなるが，その決定は交渉制度として必ずしも一貫するものと

はいえない。というのは，職場 レベノレの観則は，労働組合とは別に交渉 ・協議

される場合が多く ，産業別 レベノレ と職場 レベルの労使関係に連続性がたい場合

もあるからである 。すなわち労使関係の分権化である 。

　ところで，職場の労使関係において決定される規則は，労働の様式と生産力

とを基盤としたものであることが留意されねはならたい。いま，資本主義に独

自の生産様式である機械制大工業を前提にすれば，工場の中では「機械装置の

助手の遂行すべき労働の均等化または水平化の傾向が現われ，人為的に作り出

された部分労働者の差異に代わ って，年齢と性の自然的差異が主要なものとな

る」（マルクスｒ資本論』（２），４０３べ 一ジ）。 機械装置は，杜会的生産過程の発展に

もとつく生産性の増大を，「労働の均等化または水平化」の傾向とともに生み

だす。しかし，他方で，機械装置の資本主義的利用は，工場手工業の遺習とし

て残存する従来の分業体系を，資本による労働力の搾取手段として組織的に再

編成するのである 。そして，「労働手段の斉一的な運動への労働者の技術的隷

属と ，男女両性およびきわめて種々の年齢層の個人からたる労働体の特有の構

成とは，兵営的な観律をつくり出し」（同上書，４０９べ一ソ），この規律は発達し

て完全た工場体制をととのえるのである 。すなわち，この規律は，機械装置の

基礎の上に築かれた大工場において，ｒ生産過程の精神的な力能が手の労働か

ら分離」（同上書，４０８べ 一ジ）し，内容を奪われた個々の機械労働者を，機械装

置のもとに技術的に隷属させるためのものである 。また，労働過程において ，

個々の機械労働者にたいするこの規律は，監督労働を発展させる 。いまや，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８４）
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の観律は，労働者にたいする資本の専制のままに，私的法律として承認される

ことにたる 。労働過程を杜会的に規制する工場法典は，この法律に違反する方

が， 資本家にとっ てい っそう利益をもたらすような内容であるという点で，こ

の規律の法律化はｒ資本主義的戯画」であるといえる 。

　機械装置の採用以後，労働者は労働手段そのものと ，資本の物的存在様式と

闘争するようになる 。当初は，機械の大量破壊として始まっ た労働者の闘争も ，

やがて機械装置をその資本主義的使用から区別し，物的手段そのものへの攻撃

から，その杜会的搾取形態を攻撃の対象とするように変わ ってい った（同上書 ，

４１６～４１７べ一ジ）。

　機械装置は，婦人労働および児童労働の獲得によつ てｒ資本の人問的搾取材

料」を増加させ，労働目の無制限な延長によっ て労働者の全生活時問を没収し ，

各瞬問により多くの労働を流動させるための，あるいは労働力をますます強度

に搾取するための組織的手段とたる（同上書，４０１ぺ 一ジ）。　ｒ資本の人問的搾取

材料」の増加は，生産過程の精神的な力能が手の労働から分離し，労働の内容

を奪われた個々の機械労働者の細部的熟練が機械体系において物体化され ，

「機械体系とともにｒ主人』（ｍａＳｔｅｒ）の権力をたす科学や巨大な自然力や杜

会的集団労働の前には，些事として消え失せる」（同上書，４０８ぺ 一ジ）ことにも

とづく 。いまや，一些事とた ってしまっ た細部的熟練は，それでもたお労働者

にとっ て， 自己の労働の内容を主張する唯一の依り拠である 。機械体系のもと

で， 労働の内容は監督労働のもとに移されており ，したが って，そこでの労働

の内容を回復するには，労働編制自体の中に生産過程の精神的力能を資本から

奪取する以外に方法はない。こうみてくると ，工場体制のもとでの規律は・労

働者の側からすれば，細部的熟練を基礎にして，資本による労働編制を，杜会

的集団労働として編成がえしようとする闘争の対象である 。リレー制度を利用

する労働日の延長にたいしても ，各瞬間により多くの労働を流動させることに

たいしても，労働老からのその規制は工場体制を整える揚律にたいする闘争と

して現われる 。労働目は，工場法典によっ て規定されてはいるが，工場法典が

私的法律として資本の専制をほしいままに表現するものである以上，労働日に

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８５）
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たいする労働者の闘争は，「監督の処罰簿」にたいする ，したがって工場体制

の観律への反抗，とたらざるをえたいのである 。労働強度についても，その増

大は，部分的熟練しかもたたい労働者が，機械装置に技術的に隷属させられて

いることによっ て， 機械装置の運動テソポの増大とともに可能とたる 。したが

って，ここでも，労働強度にたいする労働者の闘争は，工場体制のもとの規律

にたいする反抗とた って現われる 。

　資本の手によっ て整えられる工場体制の観律が，労働者のこれにたいする反

抗を呼びおこすものであるならば，この工場体制の規律は，工場法典をふくむ

労働者と資本家との問の観則として，階級的抗争の結果において調整 ・作成さ

れたものとたらざるをえたい。もちろん，この規則としての調整 ・作成は，市

民法的秩序においてはその修正秩序として制度化されるものとなる 。規則の調

整・ 作成のための労使問の交渉たいし協議が制度的に承認されると，工場体制

の観律は，工場法典と労使交渉 ・協議によっ て締結された協約ないし観則，さ

らに労働慣行とによっ て規定されることになる 。工場法典，協約，観則，労働

慣行によっ て移成される揚律は，労働目や労働強度にたいする規制とたるだけ

ではたい。それは，部分的熟練の保障，労働者の編制をも観制しうるものであ

る。 この後者にたいする規制として，労使問の規律は，職務の観制としての性

格をもつものとなる 。

　労働者の側の観律にたいする抗争が職務の規制を制度的に承認するものとし

て理解すれぱ，工場体制の境律は，資本の専制にのみ委ねられるものとはいえ

なくなる 。また，もしそうだとすれは，資本のおこたう労務管理も，労使問に

おいて作成され，適用される職場のル ールによっ て観制されることになる 。た

お， その場合に，この職場のノレールが適用される範囲によっ て， 資本の専制が

許される領域もきまっ てくる 。労使交渉による市民法的秩序の修正の根拠が ，

あくまでも商品交換ルーノレによるものであるかぎり ，経営権に属するものにつ

いては，労使交渉によっ てル ーノレを作成することが，基本的には拒否される 。

しかし，たとえば人事権に関しても，それが本来的に経営権に属するものとし

て交渉事項から排除されるものでありながら，配転 ・出向たどは労働契約にか

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８６）
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かわるものとして，現実には交渉事項となりうる 。このように，工場体制の規

律の彩成に当たって，労使の交渉事項に属するか否かは，そのときどきの労使

の力関係と政治的条件に影響される 。したか って ，また，制度的に承認された

労使交渉から出発しながら，なおその交渉事項が経営権の範囲のものにまで及

ぶことはありうる 。この経営権を蚕食するルーノレの作成 ・適用，その法的承認

と制度化のプ ロセスとして，また，協約と法律による労働者の競争の横断的規
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
制として，現代資本主義の階級闘争の１つの路線が明らかにたる 。

　工場体制を整える揚律を，労働制度という視点からとらえなおすならぼ，そ

の制度的機能の表現としてこの規律によっ て労働と生活の基準が表現される制

度的保障の移態と水準として，また，その水準の実現のための労働者側の関与

の形態としてそれはとらえられる 。労働制度としてみた工場体系の規律は，一

面では労働関係にたいする法的規整であり ，この観整をとおして労働基準，す

なわち労働と生活の基準を確立するものである。他面では，資本の労務管理で

あり ，そこで保障される労働基準は，資本にたいしてより多くの利潤を保障す

るものである 。このように，労働基準が，労働老にたいする分配基準となるこ

とによっ て， 資本にたいしては，それを所与のものとしたうえでの剰余として

利潤を保障する 。それゆえ，この剰余としての利潤のより多くを得るために ，

資本は労務管理の技術を駆使するのである 。

　資本の労務管理が，労働の内容から解放されて機械装置に隷属した部分的熟

練の労働者の編制をかえ，この編制替えが部分的熟練すら無にしてしまう場合 ，

労働者はこのことに反抗する 。しかも ，この反抗は，職場ノレールの変更 ・適用

の問題として労使問の争いとたる 。それが所定の手続にもとつく交渉であるは

あいも ，ないぱあいも起こりうる 。実際に，職場 レベルにおいて，都分的熟練

をだいなしにするようた編制替えや，労働のい っそうの流動化をすすめる機械

体系のスピート ・ア ヅプにたいして，職場委員による交渉，ときには闘争への
　　　　　　　２）
発展がみられた。しかし，それはすぐに新しい職場ノレーノレの作成とたるのでは

なく ，まずは編制替えや機械体系のスピード ・アッ プそのものにたいする反抗

であ ったとい ってよい。編制替えや機械体系のスピード ・ア ップにたいする労

　　　　　　　　　　　　　　　　（４８７）
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働者の反抗は，労働者の労働契約条件の一方的変更であるがゆえに起こりうる

ものである 。資本の側からすれば，それは労働契約の更改によっ てではたく ，

経営権の発動として専制的に実施を望まれるものである。もし，交渉によっ て

協約を締結する場合でも ，労働契約そのものの更改にまでいたることについて

は， 資本はこれを避げようとする 。

　ところで，今日 ，わが国においては，工場体制における規律では，就業規則

において定められた １「杜員の区分」において，その職掌と各職級にもとづく労

働者の編制がおこなわれる 。この編制は，Ｎ精工を例とすれぱ，管理 ・専門職

掌の１級から５級にむか って，所管業務にかんする業務執行基本計画およぴ方

針が基本業務処理計画および方針，さらに諾規定，慣行なども考慮された所管

業務処理計画として具体化され，これら計画，方針のもとに統括される 。事務

・技術職掌においては，具体的業務処理計画にもとつき，さらにその重点につ

いて観定慣行を考慮し，手続及び基準などに従って業務の遂行が統括される 。

もちろん，こうした規定が，わが国の場合，それはど厳格なものでないことは

留意しておかねぱたらたい。また，労働者の編制が，各職掌における職級によ

って編制されていることによっ て， すなわち，労働監督者，筋肉労働者，ある

いは産業下士と産業兵士とをもっ て分割され編制されることに止まらない。補

助・ 見習労働者を別にして，産業下士，産業兵士のそれぞれに等級が設げられ

て統括編制されている 。こうした編制は，工場体系のもとで，工場手工業の遺

習として習慣的に工場内に存続したものが，資本によっ てｒ労働力の搾取手段

として一層好ましくたい形態で，組織的に・再生産され，確立」（マルクスｒ資本

論』（２），４０６ぺ一ジ）されたものである 。このように，職級が「遺習」を組織的

に再編成したものである以上，Ｎ精工の場合も，わが国の例にならっ て， この

職級の上昇が原則的には年功にもとづいて実施されることになる 。５級から４

級までは自動昇進であるが，その場合の昇進基準は年齢 ・勤続 ・性別による最

大経過年数とな っている 。３級は，自動昇進の過程を経た男子が通常３０歳まで

に遂行する段階，２級は，見習，習熟，熟練の過程を経た者が通常到達する段

階とされている 。１級は，特に高度な技能，知識，業務処理能力を必要とする

　　　　　　　　　　　　　　　　（４８８）
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段階で，２級の中から該当する者が到達するものとされている 。しかも ，この

職掌 ・職級は，賃金の職能給によっ て， 最高２０号にまで細分化されている 。し

たが って，労働者の編制は，賃金体系の面からみれば，きわめて細密な編制と

して統括されることになる 。この細密な編制は，その方針を維持するために ，

賃上げにおいて，その配分内容が，基本給（Ｉ）（級別定額分で，昇給額は職能給の

級で決定されるが，年功的要素カミ強い），基本給（１）（比例一律分で，職能給と似た性

格をもっ ている），職能給（若年層は自動昇号，昇級するが，一定年齢で仕事との関係

で昇号し頭打ちの傾向がある），住宅補給金について，べ一ス ・アッ プ分と昇給分 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
あるいは世帯者と単身独皿生計者に応じて調整される 。

　また，労働者編制による統括は，べ 一ス ・ア ッブと定期昇給を区分し，職制

による昇給決定によっ て強められる 。職掌，職級について定義はあるが，これ

を直ちに規定どおりに実施することが困難であるという理由で，昇給のための

運用基準が別に設げられている 。しかし，この基準も ，現実には職制による昇

給決定が窓意的に行なわれることによっ て， バラツキと遅れが現われる 。さら

に， 成績給によっ て毎月査定され，欠勤，遅刻，早退，私用外出を始め一般的

勤務態度，特別の業務，特別の協力，改善，仕事上のミス，規則に反する行為

などによっ て査定される 。成績給としての格差は少額ではあるが，基本給（Ｉ）
，

（Ｉ），職能給による格差に重ねると ，それは大きたものとたる 。この査定は ，

班， 係， 課ごとに枠がきめられ，その枠内の相対評価によって，標準に各プラ

ス， マイナスが１ないし２にラソクづげられておこなわれる 。そのほか，基準

内賃金（基本給（１），（１），職能給，成績給，役付給ないし資格給，世帯給）の運用

に当た って，基本給（Ｉ）を除いて欠勤についての減額がおこなわれる 。以上の

ように，昇進 ・昇給の規則化は，職制の査定 ・決定によっ て規律としての性格

をもち続げたのである 。

　工場体系の規律を具体的に表現する労働老編制におげる統括は，労働組合の

一定の関与のもとにあるが，なお，すでにみてきたように資本の専制を強く残

すものである 。その専制を残すのは，人事事項の例にみるように，一方で労働

契約にかかわる労働条件条項でもありながら，他方で経営条項であるためであ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８９）



３２　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３３巻 ・第４号）

る。 しかし，このような人事事項が労使問の交渉事項となるのは，職場の生産

性交渉にかんして起きる場合が多い。すたわち，産業合理化にともなう労働者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
編制の変更，したが って配転 ・出向 ・転籍などにかかわ ってである 。ところが ，

こうした生産性交渉をスムースにするには，経営方針，生産計画なとについて ，

労働者に徹底することが必要となる 。そのために，１つは，職場のイソフォー

マノレ な組織活動を利用することである 。たとえぱ，Ｓ化学工業では，職場のイ

ソフォーマノレ組織の機関紙発行，産業能率協会発行雑誌の普及，職場懇談会の
　　　　　　　　　　　５）
開催が取りくまれている 。いま１つは，労使協議会の活用である 。しかし，現

状は，経営政策にかんする限りは実施にかかわる協議であ って，労働組合の対

応には一定の限界があるとされる 。企業にとっ ても ，い ったん意思決定した経

営上の重要事項が長期問実施保留とたることは望ましくない。Ｍ電器では杜長

と組合３役との経営懇談会も設置されてはいるが，経営の最高意思決定システ

ムとの関連が不明確であり ，提起される課題の選択やその段階たどについて研

究・ 改善の余地があるといわれる 。第１次オイルショック以来のきびしい情勢

のもとで，環境に的確に対応するために従来の諸制度からより一歩前進した制

度の確立と運用が提起されている 。経営参加制度は，かくして，経営上の重要

政策について労働組合の意見を聞く場としての経営委員会，事業場経営委員会 ，

所管事項に関連する経営問題についての意見交換と意思疎通を目的とする経営

懇談会，生産販売計画，業務計画，レイアウト ，生産設備，作業 ・職場環境た

との目常の職場運営上の諾間題についての話合いの場としての職場運営委員会
　　　　　　　　６）
が提案されている 。

　このような経営参加制度は，労使協議会の充実を前提Ｌ，経営参加制度のも

とで労便の意見が一致せず，利害が対立した場合には，法律および労働協約の

定めに基づき，団体交渉権および争議権を発動するものとしている 。労使協議

会が労働協約によっ て設置されているにしても，その法的規定はおこなわれて
　　　７）
いないし，まして，経営参加制度においては，労働協約上に記載することすら

現段階では抑制された提言とな っている 。しかし，それにしても，労使協議制

の協約にもとづく普及，さらに経営参加制度についての提言をみるようにな っ

　　　　　　　　　　　　　　　　（４９０）
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た段階としては，必働制度が企業構造に「変化」をもたらすことも予想させる 。

もちろん，この場合の企業構造のｒ変化」が，企業構造改革といわれる内容の

ものになるか否かは，全く労働者と資本の問の力関係によるのであ って ，さき

に紹介した経営参加制度が，そのようた改革をもたらすとは考えられたいこと

である 。職場労使関係，労使関係の分権化の，それは限界である 。

　また，企業 レベルにおげる労働制度としては，そこでの労働者生活の制度的

保障形態とその水準の間題について検討しなげれはならない。この検討におい

ては，いくつかの前提をおかねぼならない。その１つは，労働者個人を性別 ・

年齢に関係なく１個の主体としてとらえることである 。そこから，世帯につい

ても ，そうした労働者個人の新しい結合ととらえ，労働力価値の分割も ，こう

した労働者個人の彩成としてとらえる積極面と ，価値分割による賃金低下とい

う消極面との両面でとらえることにたる 。２つは，労働者生活をあくまで企業

の外からとらえることである 。賃金に限っていえぼ，賃金決定は企業の外で ，

すなわち全国，産業，地域のレベノレで考えるべきものである 。したが って ，昇

進・ 昇給にしても杜会的基準が間題になるし，企業 レヘノレでの賃金の積み増し

は， フリソジビネフィットとみるべきである 。

　第１の前提に関しては，まず，労働関係が雇用 ・就労形態の多様化によっ て

錯綜し，パート ・タイブーや派遣労働老など，不安的就労が増加してくること

から生じる間題がある 。このような不安定就労者にとっ て， 生活基準が充たさ

れないことは明らかである 。また，このことは，多くの常雇労働者にとっ ても ，

従来の，また新しい世帯賃金のいずれの観点からみても不充足であることを示

している 。つぎに，いずれの世帯賃金にしても，それを補足するものとして ，

世帯主にたいする生活給的補足（家族手当，住宅手当など）と福利費の支給がな

される 。とくに，この福利費については，杜会保障と企業内福祉との「調整」

が今日的間題として重要であるが，この点については別稿に譲るものとする 。

　第２の前提に関しては，べ一ス ・アッ プにたいし定期昇給の賃上げ分が無視

できないということから生じる間題がある 。すたわち，職能給あるいは能率給

の比率が増し，昇進 ・昇給の運用基準が必ずしも観則的でない以上は，生活保

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４９１）
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障上の配慮が必要とた ってくる 。全体としての賃金水準が抑えられる場合に ，

とくに生活基準からみた間題が発生する 。したが って，賃金抑制は，賃上げ配

分に当たって，生活給的調整をもたらしさえする 。しかし，そのことも ，高齢

者と女子の不安的就労が促進されると ，世帯賃金を家族多就労によっ て補うこ

とにたり ，賃金抑制の条件と ，抑制による賃金体系の矛盾露呈を抑える条件と

もた ってきているといえる。つぎに，企業 レベルの雇用間題がある 。「過剰雇

用」が，操業率低下とマイクロ ・エレクトロニクス機器導入によるｒ合理化」

のもとで拡大する 。これを，国家資金によっ て企業内にかかえ込ませる場合，

これもまた，企業 レベルの労働制度としての生活基準の維持 ・補足となる 。

　さて，以上みてきたように，労働制度は，経営参加制度と失業防止ないし解

雇挽制によっ て， また，労働編制を規制することによって工場体制の規律に労

働者の発言が反映されることを通して，企業構造に一定の変革をもたらすこと

にたると考えられる 。ただし，こうした結論については，経営参加の経験をも

つヨーロッバを中心にして，実証的検討を必要とするであろう 。

１）階級闘争は政治 ・経済 ・イデオ ロギー 闘争をふくむ。その中で，今日の，政治

　闘争において，議会闘争の意義については，労使交渉による全国筋定にたいする

　政府の関与との関連で，あらためて検討し確認する必要がある 。それは，後述す

　る コーポラティズムとの関連で，あらためて整理すべきだと考えるからである 。

２）仕事観制（］ｏｂ　ｃｍｔｒｏ１）についての職場委員（ｓｈｏｐ　ｓｔｅｗａｒｄ）の活動は，監督

　者と労働者の間の抗争，ｒ管理の境界線」にかかわって行なわれた。これら職場

　委員の活動については，Ｈａｗ　Ｂｅｙｎｏｎ，Ｗｏｒｋｍｇ　ｆｏｒ　Ｆｏｒｄ，Ａ１ｌｅｎ　Ｌａｎｅ　Ｐｅｎ －

　ｇｕｍ　Ｅｄｕｃａｔ１ｏｎ（１９７３）　下田平裕身訳『ソヨヅ プ・ スチ ュワートの世界一英 フ

　ォードの工場活動家伝説』，鹿砦杜，１９８０年が参考になる
。

３）春闘による賃上げ妥結額については，配分計算方法が明らかにな って，しかも

　複雑な計算のすえにやっと明らかになる。したが って，実際には給与明細書によ

　っ て賃上げ額を知るということが多い 。

４）　 マイク回 ・エレクトロニクス機器の導入によっ て， 生産部門，事務部門はとも

　に，労働内容，作業組織に大きな変化が予想される 。関西経営者筋会のメカトロ

　ニクス時代の人事労務管理研究委員会の報告書ｒメカトロニクス時代の人事労務

　管理の諸問題』（１９８３年）は，つぎのように述べている 。

　　すなわち，「高精度な自動機械」としてのメカトロニクス機器によっ て， 生産

　　　　　　　　　　　　　　　（４９２）
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　部門では作業の単純化 ・標準化はもとより ，段取り ，部品 ・材料仕様の標準化 ，

　冶工具などの精度管理，周辺機器の準備などが不可欠とな った。また，事務部門

　でも ，いわゆるＯ　Ａ機器の進歩発達で，従来は特別の訓練を受げた専門家達によ

　っ て特別な部屋で運用されていた コソピューターたどを，一般の事務員や技術員

　がそれぞれの職場で手軽に利用できるようにな った。こうして文書，帳票の作成

　や作表の仕事を変えてしまっ た。 その他方で，人との応接，計画，企画たど，Ｏ

　Ａ機器に置きかええない労働が残ることにな った 。

　　 こうして，人事労務管理上，採用 ・配置 ・教育訓練について，新しいｒ熟練」 ，

　たとえぱティーチソグができる熟練技能者，しかも熟練の内容，長年の経験 ・勘

　を顕在化し，プ ログラムに組むことが出来る労働者の計画的養成を軸にして考え

　る必要がでてきた。また，組織 ・職制について，メカトロニクス化が進む生産部

　門で，オベレーターや監視員は最少限の人数になり ，オペレーターが産業用 ロボ

　ットを部下に持つという形になり ，役職の段階は極めて少ないフラ ットな職制と

　なる 。かくて，保全部門，生産技術部門，設備開発部門などの組織のあり方が見

　直されねぱならなくなると予想される 。すたわち，部下の数，即ちスパソ ・オブ

　　 コソトロール，人問集団の維持のための配慮が必要となる 。以上の点と関連Ｌ

　て昇進昇格，給与処遇の問題が発生する 。事務部門でも ，繰返し性の強いノレーテ

　ィソ ・ワークの処理業務と調査 ・企画などの判断事務が分離し，生産部門と同じ

　ように組織 ・職制の統合や再編成が進行するものと思われる 。

　　勤労形態 ・勤務時問については，連続操業が一般化し，交替制勤務より夜問無

　人化が進められ，職務によってはパートタイム制やフレキシブルな勤務体制 ・勤

　務時間の活用が予想されている 。

　　さらに，職制のフラ ット化にともなう昇進のチャソスの減少，疎外感 ・孤独感

　についての対応が必要になる 。また，小集団活動た．どによる従業員の参画意識を

　高め，集団帰属意識を強めることも ，メカトロニクス化による職場の変化で困難

　になる 。その対策として，日常的な コミュニケーシ ョソが部下との剛こ必要とな

　り ，余暇活動，文化体育，福利更生施策も従来以上にきめ細かさが要請されると

　している 。

５）　Ｓ化学工業では，労働者編制一労働内容と作業組織による統括　　を補助す

　るための，イソフォーマルな組織として，提案制度による表彰会，各種 ・各 レベ

　ノレのＱ　Ｃ大会，自衛消防隊，勤労係が関与するフェ スティバル，パーティー 各

　種文化教室，レクリエーシ ョソ大会をはじめ，体力づくり ，懇親会が組織されて

　いる 。

６）　Ｍ電器の経営参加研究委員会のｒ答申書」（１９７８年）による 。

７）労使協議制の法制化は，連合政権問題が具体化される段階で論議されるもの

　で，将来の間題であるとされている 。

　　　　　　　　　　　　　　　（４９３）
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　　　労使協議会法が何を意図するかは，例えぱ犬韓民国の労使協議会法（１９８０年制

　　定，１９８１年改正）がよく示している 。同法によれは，労使協議会は労使双方の

　　「理解と協調を通じて労使共同の利益を増進し，以て産業平和をはかり国民経済

　　の発展に寄与する」ことを目的として，企業，事業所単位の設置が義務づげられ

　　る。なお，労使協議会が機能しても ，労働組合の団体交渉その他の活動が，この

　　法律で影響をうげたいとしている 。協議会の任務は，協議事項として，生産性向

　　上，労使紛争の予防，苦清処理など，報告事項として，経営方針，生産計画，労

　　働力計画たどをあげている。協議会の合意事項は，履行の義務があり ，協議会へ

　　の第三者の介入を禁止しながら，労働長官が必要と認めれば関係公務員の会議出

　　席と意見陳述ができるとしている 。

　　　同時に制定 ・改訂された労働組合法で，企業別組織中心の体制へ転換し，組合

　　設立要件がより厳格にな ったこと 。組合設立 ・解散 ・加入 ・脱退，団体交渉に当

　　たって第二者の介入禁止が揚定されたこと 。団体交渉権隈の上部団体への委任

　　が，行政官庁の承認を必要とし，協約内容中，違法 ・不当た事実がある場合に

　　は，行政官庁が変更または取消を命ずることができることたどが観定されている

　　（国立国会図書館調査立法考査局『外国の立法』２３巻３号）。

　（３）社会国家と労働制度

　　　　　　　　ネオ ・コーポラティズム

　労働制度は，直接 ・間接に支払われる労働支払フォソドを，労働と生活の基

準にもとづいて決定する 。この労働と生活の基準の決定は，労働者による工場

体制の規律にたいする関与と，労働力市場におげる労働力の価格決定への関与

によっ てなされる 。さらに，この基準は，杜会的に補足 ・補償される 。労働制

度は，労働者の関与によっ て決定された基準にもとついて労働支払フォソトを ，

杜会的に配分するとともに，個人への配分をおこなう 。この所得配分が，利潤

配分と関係するものである 。しかしながら，労働制度は，賃金と利潤の統一的

な基準にもとついて配分しうるものではたい。杜会主義経済システムのノルマ
　　１）

チフとは違って，資本主義のもとでの価格メカニスムは資本と労働との問の分

配を別個に観定するのである 。すなわち，利潤は資本の競争を媒介にして資本

量に応じて配分されるし，本来労働力の再生産費としての規定をもつ賃金もま

た， 労働力市場におげる競争条件に影響される 。それのみか，賃金，その場合
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の労働力の価格としての賃金決定は，市場のメカニ ズムに規定されるが，労働

の価格としての賃金は，資本による費用管理に規定される 。したが って，労働

力の価値（再生費）としての賃金は，市場で価格の規定を受けて，職場で労働

支出量と賃金所得との量を規制される 。こうして，労働と生活の基準は，資本

と労働者とのそれぞれの取引関係において決定されるとともに，工場体制の規

律にかかわる労使の交渉と協議とによっ ても規定される 。

　労働と生活の基準によっ て所得配分する労働制度は，利潤の配分のメヵニ ズ

ムに包摂されて資本主義における経済 ンステムとなる 。資本主義の経済 ンステ

ムは，価格 メカニスムを基底におき，国家的規制による補足されたンステムで

ある 。国家によるこの補足が，国家資金，国家所有，許可 ・認可による規制を

手段とし，その補足する領域やその拡がりによる違いはあ っても ，現代の独占

資木主義は国家による補足たしには存立しえない。現代の独占資本主義の経済

ノステム　　 これを国家独占資本主義と呼ぶか否かは，ここでは間う必要はな

い　　において，賃金と利潤との問の配分をとのように調整するかは，資本蓄

積構造の再編が求められる危機の時代には，このシステムの死活にかかわる重

要課題である 。したが って，労働制度は，この経済システムのもとに包摂され

ねばたらないし，賃金と利潤との問の配分が調整されることによっ て， それは

はじめて機能することにたる 。

　労働と生活の基準は，直接的には賃金と利潤の問の分配基準ではたい。それ

はあくまでも労働基準にすぎたい。利潤配分は，資本問の競争を媒介にして資

木量に応じておこなわれるものである 。結果として労働基準カミ利潤と賃金の杜

会的配分を観定することになろうとも ，所与のものとして労働基準がそうある

のではなく ，労働基準は，あくまでも価値法則 レベノレのものとして，剰余価値

法則をとおして貫徹するものである 。したが って，労働基準は，杜会的諸活動

を通して彬成されるものである 。つまり ，労働基準は資本機能にたいする規制

を通じてのみ貫徹されうるものであ って，労働制度は労働基準を貫徹させる機

能を果たすのである 。しかし，賃金と利潤との配分は，利潤の配分が別の基準

にもとづくがゆえに，労働制度の外で調整されねばならない。しかし，賃金と

　　　　　　　　　　　　　　　　（４９５）
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利潤の問の分配は，労働基準が生活基準と一体である場合も，労働基準にもと

つく労働から生活基準にもとつく賃金部分を控除した残余が利潤として，対抗

関係のもとにおこたわれる 。対抗関係にあるのは，賃金部分の控除によっ て利

潤がきまるということだげではなく ，利潤から逆に賃金が規定されることもあ

るからである 。この対抗関係のもとで，ある場合には，また往々にしておこる

のだが，賃金部分は生活基準を充たしえないことが起こりうるし，そこに賃労

働におげる生活基準の不安定性が示される 。つまり ，労働基準が生活基準と一

体であるということは，支払を受げる労働支出量と労働の総支出量とが同量で

あることを意味するものではたいということでもある。この両者の量的た差が ，

資本の自己増確欲によっ て追求されるとき，賃金と利潤の対抗関係が生まれる

のである 。

　賃金と利潤の対抗関係は，競争を前提し，価格変動を考慮する場合には，労

働基準を保障する機能 メカニ ズムとしての労働制度のもとで，調整は経過的な

ズレが起きるにしても ，結果としては可能である 。しかし，市場が硬直化し ，

価格変動が政策的にもたらされるような場合には，この問の調整は労働制度の

内部では不可能となる 。労働基準の再捗成にもつながる賃金と利潤の調停

資本機能の制限　　は，価格 メヵニスム を媒介としてのみ最終的に調整されう

るので，労働制度の外で価格変動との調整が必要となる 。すなわち，労働制度

が保障した労働基準を前提に賃金と利潤の調停をはかるにしても，賃金と利潤

との問の配分を政策規定するためには，構造政策や需要創出がもたらす価格変

動の影響との問の調整が必要となる。労働制度そのものには，政策的にもたら

された価格変動の影響にたいする調整機能はたいし，経過的た変動にたいする

修正機能があるだげである 。一定方向の調整は，計画と方針にもとづいて，労

働基準の形成を拘束する必要がある 。この調整による拘束をうげることによっ

て， 労働制度は，それ自体の機能を変えるわげではたい。その制度の外におい

て， 労働基準にたいし価格変動との調整を加えることによっ て， 労働制度の機

能は，賃金と利潤の問の配分調整を可能にするのである 。したが って，この調

整は，あくまでも価格 メカニ ズムによっ ておこなわれるものである 。
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　さて，労働制度は，価格 メカニ ズムのもとで，計画と方針にもとづいて賃金

と利潤の問の配分を調整され，そのことによっ て資本主義の経済 メカニスムの

もとに包括されることにた った。しかし，この経済 メカニ ズムヘの包括によっ

て， そこには計画と方針にもとづく賃金と利潤の配分調整という新しい課題が

提起されることになる 。この調整が，計画と方針にもとづくものであるという

ことは，調整のための機構の存在を前提するものである 。もともと ，労働制度

の機能は，価格変動に影響されながら，賃金と利潤の対抗関係のもとで配分を

規定するものである 。すなわち，価格変動の影響によっ て労働基準と一体の生

活基準が犯される場合に，それをバネにして労働と生活の基準の再生をはかろ

うとするものである 。基準のこのような侵犯と再生の過程は，もともと価格 メ

カニ ズムの機能の働きに委ねられている 。もしも ，価格 メカニ ズムにそのまま

委ねることなく ，賃金と利潤の問の配分を一方の方向に調整しようとすれぱ ，

労働制度の外におげる拘束を通じて労働制度の機能を方向づげ，労働基準を誘

導するほかはない。この労働基準の誘導は，今目のわが国においては，労働関

係が構造化し，労使関係に非公式の領域が拡大することを公的に追認すること

で， 制度的に強力たものとたる 。つまり ，資本が追求する新しいｒ合理化」に

必要な，就業 ・就労彫態の多様化 ・柔軟化を可能にするために，労働基準誘導

のための措置がとられるのである 。今目 ，わが国でとられているこの措置は ，

一方では，労使のｒ自主性」に依拠し，労働制度の機能にもとづくもので，特
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
に外から拘束するものではない。また，他方で，この措置は，行政裁量にもと

づくもので，その裁量において法による行政という本来のあり方からの逸脱が

大きい場合には，制度の実質的改変と同じことにもたる 。

　賃金と利潤との問の配分は，労働制度の機能にもとづき，行政的誘導にもと

ついて労働と生活の基準の修正　　資本主義の危機に当面して，それは下方に

修正される　　することによっ て調整される 。企業，職場 レヘルで決定される

労働基準の現実水準は，賃金 コストの管理のための基底をなしている 。労働力

の価格変動としての賃金変動は，労働力の需給関係に依存し，一般的た価格変

動による生活基準の修復の反応も ，同じく賃金変動をまねく 。もちろん，労働

　　　　　　　　　　　　　　　　（４９７）
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力価値の修正が呼びおこす賃金変動も忘れてはたらたい。賃金変動のこれらの

３つのケースは，いずれも政策的誘導の課題とたりうるものである 。しかし ，

仮りに賃金変動，つまり上昇が行政的に，あるいは労働者側をふくむ取決めに

よっ て抑制されたとしても，企業，職場 レベノレでの労働基準において，その抑

制の取決めが反古にされ，抑制の水準が修正されるとしたら，政策効果は無に

帰することになる 。したが って，賃金変動にたいする政策的誘導による抑制は ，

同時に一般的労働基準にたいする企業，職場 レベルでの修正を規制するもので

たげれぱならたい。このことは，イギリスにおげる所得政策が，労使関係にた

いする観制と一体をなしたという経験によっ て証明されているところでもある 。

　資本主義の資本蓄積構造が直面する危機において，賃金と利潤の問の配分を

調整し，賃金の抑制がはかられる 。その場合に，賃金の抑制は，国家の直接統

制を別にすれば，労働制度機能にもとづいて行なわれるものである 。労働制度

の機能に依存しつつ，賃金の抑制の政策的誘導を実現しようとすれば，法改正

によるか，行政裁量の範囲で制度の改革と同じ効果をあげる行政運用をおこた
　　　　　　３）
う必要がある 。さらに，労使交渉については，企業，職場 レヘノレの交渉を基盤

に据えながら，そこで決定された基準が，全国 レベノレの基準を，予定され許さ

れた水準に抑えることが可能でなげればならない。この可能性は，労使の自主

交渉に依存したものであるかぎり ，基準形成への行政的介入は極力抑えられる 。

賃金と利潤の間の配分調整について，全国 レベノレでの　般的合意は，この合意

が効果を保証されるために，とくに経済的危機が深刻な場合には，企業，職場

レベノレでの合意の保証が重要とな ってくる 。いまや産業 レベルの合意よりも ，

企業，職場 レベノレの合意が重視されるようになる 。それは，新しい「合理化」

の進展が，企業，職場 レベルの生産性交渉の重要性を増加させたからである 。

汰畦なら，新しい「合理化」は，労働内容，労働編制を大きく変え，労働契約

の内容変更に大きくかかわる配転 ・出向 ・転籍などの事態を広範に呼びおこす

だげでたく ，生産力の新しい段階にふさわしい工場体系の揚律を，しかも職場

の共同ノレールとして形成することが要請されるからである 。そこで，企業，職

場レヘルの合意によっ て， 全国 レヘノレの基準を抑制的に設定することを目指し

　　　　　　　　　　　　　　　　（４９８）
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て， 産業別交渉が再検討され，企業，職場 レベノレの交渉に重点が移されること

になる 。

　さて，労働基準を抑制的水準に修正するために，労働制度を利用しようとす

る場合に，労働制度の機能が行政運用によっ て補足 ・修正される必要が生じる 。

というのは，労働制度は，その制度のもとに構成される利益集団　　労働組含 ，

経営者団体なと　　の問の自皿的調整機能に，政策決定の副次的機能を依存し

ようとする場合，杜会 ・経済的環境の如何によっ ては，その能力をこえること

になるからである 。その場合に，行政の指導性が発揮されねぱたらないが，そ

れは，制度運用にたいして一定の影響を与えるための行政介入がはかられるこ

とである 。この場合の行政運用は，労働基準の行政的水準を抑制的に修正する

ぼかりでなく ，労使交渉による自主的水準についても，これを抑制的に修正で

きるように配慮するものである 。とくに，労使交渉による労働基準の自主的水

準の抑制にたいし配慮することは，それが コーポラティズム化の新しい動きと
　　　　　　　　　　　４）
かかわ って，国家の形態にかかわる重要な論点を彩成することになる 。

　労働基準の現実的水準の設定にとっ て， 第　義的に重要なものは，労使交渉

による自主的水準の設定である 。しかも ，この自主的水準の設定が，経済 メカ

ニズムのもとで，賃金と利潤の問の配分を決定し，経済政策の基本方針と運営

を規定する場合には，その重要性はい っそう増大する 。さらに，労使交渉によ

って合意された内容が，国家政策として具体化する場合に，この具体化のブ ロ

セスが，政治過程として，ある統治形態のもとで政治的 レジムにかかわるもの

としても重要である 。この政治的 レジムに関しては，労使交渉制度，すたわち

労働組合と団体交渉制度のあり方が，統治形態にたいして一定の影響を与える

ことに留意しなげれぱならない 。

　団体交渉制度を，資本主義の経済 メカニスムの中で ，賃金と利潤の問の配分

調整に利用するためには，協約の意義，内容，効力について，ある方向づげが

必要とされる 。

　協約の意義に関していえぼ，労使関係をある方向で定式化することが強く求

められる 。この労使関係の定式化は，団体交渉と労使協議において分化した ノレ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４９９）



４２　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３３巻 ・第４号）

一ノレ形成機能を，経営権の自由な執行を可能にするように再構成し，維持する

ことをねらっ たものである 。労働協約の彩式性は，その効力を確かなものにす

るうえでは有効である 。しかし，労働協約は，その形式性のゆえに，「個々人

の地位や行動の基準としての十分な包括性と具体性とを欠くことが少たくたく ，

明確な基準の代りに間題の起 った都度の協議により処理する旨の条項が入れら

れる例もしばしぱ見られる」（目本生産性本部労使協議制常任委員会ｒ新環境下の労

使協議制　労使協議制実態調査報告　』，日本生産性本部，１９８１年，７べ一ソ）。 間

題が起こっ た場合に，基準を機械的に適用するだけでは不十分であ って，何ら

かの補足的措置をとる必要にせまられる。とくに生産性交渉において，その必

要性は増加する 。しかし，この補足的措置を，労使双方を規制する共同のノレー

ノレ とするか，あくまでも経営権の裁量という彩を残すかは，労働運動の歴史に

規定され，各国の労働法制によっ て異た っている 。ただ，労働協約と企業内 ノレ

ール，あるいは職場ノレールとは，つねに整合性をもっ ていることが求められる 。

もしも ，労働協約を締結し，共同ルーノレ として従う労働組合と ，企業内ルーノレ ，

あるいは職場ルールを協定する当事者としての労働者集団が，組織的に不整合

な場合には，ルールとしての整合性を欠くことも起こりかねない。そして，こ

のノレールとしての不整合は，労使関係の安定性を損わせることになる。したが

って，企業内ルール，あるいは職場ルールの形成に当たって，ルールの体系と

して整合性をあたえるために，労使関係制度の法制上の整備がはかられる 。

　労使関係制度の法制上の整備は，労使関係不安定の原因となる労働組合側の

弱い内部統制力を補強することである 。その場合に，企業内ルール，あるいは

職場ルールの彬成に，労働組合の活動と影響を認め，労働協約制度を拡張する

ことにょっ て整備する方向がある 。また，労働組合の産業別交渉カを制肘し ，

企業内ルール，あるいは職場ノレーノレを重視し，企業ないし職場 レヘノレにおげる

合意を重視する整備の方向もある 。第１の方向は，フラソスにおいて，企業委

員会への労働組合の参加を法認したことを例とし，第２の方向は，イギリスの

保守党政府による労使関係法による職場 レベノレの交渉の法制化が示したところ

のものである 。いずれの方帥こしても ，企業，職場 レベノレの労使共同ノレーノレの

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００）
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移成と ，その拘束力の確保がねらいである 。こうして労使関係の定式化がい っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
そう進み，労使関係制度が統治形態にたいする規定性を強めることにたる 。

　つぎに，労働協約の内容であるが，団体交渉の範囲が拡大し，賃金や労働条

件はもとより経営権の専決事項に属する問題についての共同規制にまで拡大す

る傾向がみられる 。新しい「合理化」による生産性交渉は，職場 レベルの共同

ルーノレを合意することが必要であることを，資本の側に強く認識させることに

なる 。ただし，この職場 レベノレの共同ノトノレの必要性が認識されたにしても ，

資本は，このノレーノレを交渉によっ て合意しようとするものとは限らたい。むし

ろ協議により合意しようとし，その協議においては争議行為をさけ，場合によ
　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
っては法律でこれを禁止しようとする 。

　企業，職場 レベノレの交渉ないし協議と ，このレベノレでのノレーノレの合意は，生

産組織に要請された労働関係の構造化の進行と，協約の分権化と労働者側の交

渉・ 協議主体および組織彩態の編成替えが対応する 。こうして，資本，労働者

の双方の側から，企業内部の下部組織の再編が求められるようになる 。また ，

こうした下部組織の再編にとっ て， 職階構成に関する要求および労働の管理権

に関する要求が，企業組織に影響を強くあたえるものとなる 。したが って ，企

業内 ノレール，あるいは職場ノレーノレは，企業組織に一定の影響をあたえるものて

あり ，そのような内容として資本の側に企業構造の「改革」をせまるものであ

る。 このように，企業ノレーノレ，あるいは職場ノレーノレが生産組織から要請されて

企業組織に影響するものである以上，労働者側は，生産組織と効率から発生す

る状況変化にたいし，労働組合として協約の領域を拡張することによっ て対抗

する必要にせまられる 。こうした対抗は，その多くのケースとして，資本の側

からの代議機関の縮小 ・分権化の働きかげにたいする対決とた って現われる 。

　ところで ，労働協約の効力についてであるが，その中でとくに一般的拘束力

についての間題がある 。企業内ルー ル， あるいは職場ル ールについての労使の

合意は，資本の側からは分権的，労働組合側からは拡張的であることが求めら

れる 。そこから，「常時使用される」，「同種の労働者」という法制上の要件は ，

多様で柔軟な就労移態という生産組織と効率から要請されるものとの問に齪齢

　　　　　　　　　　　　　　　　（５０１）
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をひきおこし，協約適用上の困難をもたらす。ここにも，労働協約の　般的拘

束力を，分権的とするか拡張的とするかという問題がある 。それは，まさに ，

労働協約が，新しい「合理化」で構造化した労働関係ないし錯綜した労働関係

　　たとえは，派遣労働者による貸借（複雑な）労働関係によっ て， 職場の労

働関係が雇主，使用者と労働者との関係を錯綜させる　　にたいして，その効

力の範囲や複数の協約相互間の効加こついての間題をも含んでいる 。

　労働協約の拘束力についてのこの対立，すなわち分権的とするか拡張的とす

るかという対立は，労働関係はもとより ，企業 レベル，職場 レベルの共同ノレー

ノレの形成が労働組合，あるいはそれとは別の職場集団との交渉，協議によると

いうことからすれば，労使関係を通じての対立点となる 。そしてこの対立は ，

完全雇用政策が破綻したもとでのＭ ・Ｅ　ｒ合理化」で労働と生活の基準を下方

修正されようとする場合にい っそう激しいものとなる 。労働基準の下方修正を

方向づげる政策決定のサブ ・システムとして労働制度を機能させようとすれば ，

労使関係 レベルの労使合意機能を行政的に補足する必要が生じてくる 。このこ

とが，協約の拘束力をめぐる対立をい っそう激化させるのである 。かくして ，

Ｍ・ Ｅ　ｒ合理化」において資本の側が目ざす多様で柔軟な就労形態の実現にと

って樫楕となる法 ・制度の改変　　法律ｒ改正」と運用による制度機能のｒ修

正」　　 ，その政策的基底をなす完全雇用政策の破綻にともなう法 ・制度の改

変が目されることになるのである 。法 ・制度の改変が，　般的には産業別交渉

の再編（ｒ分権化」） ・職場労使関係の制度化，労働基準法ｒ改正」 ・関連法令「整

備」，雇用創出 ・職業斡旋 ・失業扶助など雇用保障におげる国家責任の放棄，

杜会保障 ・杜会福祉の「見直し」たどの領域に及ぶものである以上，労働協約

の　般的拘束力をめくるかの対立は労働制度を貫通するものとたるといえよう 。

な畦なら，それらは，労働ｒ改革」ともいえるもので，しかも，この「改革」

の軸として，労働関係の構造化，ひいては労働協約の　般的拘束力をめくる問

題が据えられていると考えるからである 。

　ところで，労働制度を貫通する協約の　般的拘束力をめくる対立は，その制

度機能のｒ修正」によっ て， 労働者権利の状況に対し極めて大きた変更をもた

　　　　　　　　　　　　　　　　（５０２）

「
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らしかねない。さらには，労働協約の　般的拘束力をめくる対立は，　般的拘

束力の拡張を方向づげる杜会運動の統合的な力が働かたい場合には，分権化し

た利益集団問の合意が，労働制度に属する諾々の補助的制度にたいする利害の

対立をもちこむことにもなる 。すたわち，かの対立が労働関係，労使関係の諸

領域を通過するなかで，杜会保障や雇用保障の諸制度とも関連し，それら制度

の１つ１つの機能のｒ修正」にたいする利益集団問の抗争によっ て， 産業 ・企

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
業父渉の分権化が現代資本主義の杜会国家の危機をもたらすものとなる 。

　さて，現代資本主義におげるこの杜会国家の危機は，アメリカの支配を保証
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
するｒ多角的協カ」 ・「相互依存」の国際的関係の動揺　　もちろん杜会主義世

界を含む関係の変化を反映したものである　　に促迫されたものである 。これ

までこの枠組みのもとで形成されてきた国民的合意（ｒ経済成長」とｒ完全雇用」）

を， この危機は否定することになり ，労働制度の内部に衝撃をあたえることに

なる 。当初，この国民的合意は，雇用とイソフレとの調整のための政策決定 シ

ステムを，政治制度を補足するものとして彬成させるように努めさせた。この

場合のサブ ・システムは，政治文化，政治構造，杜会構造の如何によっ てその
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
サブ ・システムの役割 ・機能 ・機能要件を変化させるものと思われる 。しか

し， １９７０年代中頃以降において，それまでの国民的合意を維持できないような

外的要因が生じたとき，このサブ ・システムの編成替えが要請されざるをえた

くた った。そしてこの編成替えが，労働制度を貫通する協約制度の拡張と分

権化の対立を軸として現われるようにな った。もちろん，その再編の方向が ，

外的要因による影響を受げることは明らかであり ，その外的要因の影響が，あ

る場合にはリベラノレ な， そしてある場合には「権威主義的」な コーポラティズ

ム（ｃｏｒｐｏｒａｔｌｓｍ）として ，先進資本主義国における危機対応の方向を示してい
　　　　　１０）
るようである 。

　しかしたがら，本稿では，コーポラティズムの正確な概念挽定から，労働制

度の現状を分析するところまでは進みえない。その分析のためには，コーポラ

ティズム概念の明確化以外に，労働協約制度についての別個の分析を必要とし

ているからでもある 。ただ，ここでは，「国家の権威」の慢性的な弱さ　　 こ

　　　　　　　　　　　　　　　　（５０３）
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の弱さの原因を解明する必要があるが　　といわれる状況があり ，この弱さの

克服，あるいはその補強を念頭においたうえで，政策決定のサブ ・システムと

して，労働制度を貫通するかの労働協約の　般的拘束力をめくる対立を解明す

べきではないかという提起を試みたわげである 。そして，こうした課題から ，

ネオ ・コーポラティズムを検討し，そうした文脈のもとで総合杜会政策の批判

のための理論的枠組みを設定してみようというわげである 。

　　 １）杜会主義共同体諸国の経済発展の現段階で，国民経済の計画化と管理に新たな

　　　要求が提起されてきている。すなわち，ｒ生産効率と作業の質の向上，高度な最

　　　終的 ・国民経済的成果の実現，増大する杜会的 ・個人的欲求のより全面的た充足

　　　とい った課題」（フェトレソコ ・ヘトラコフ編著，田中雄二訳『現代杜会主義経

　　　済の機能 メカニ ズム』，ミネルヴ ァ書房，１９８４年，１７べ一ジ）である 。こうした

　　　課題は，管理の形態，方法の改善をうながすが，その中で興味をひくのは，ｒ生

　　　産への経済的刺激」に注意をむげていること 。その１つとして，ノルマチフ 的性

　　　格が強化されてきていること（同書，１９～２０ぺ 一ジ）である 。しかも，このノル

　　　 マチフ利用条件について，「経済 ・杜会発展計画と高度な釣合い」が必要であると

　　　されると同時に，ｒ勤労者集団の物質的責任が強化され，ノノレマチフの刺激作用

　　　が増犬する」ようにされていることである 。（同書，３０～３１べ一ソ）。 このノルマ

　　　チフは，経営計算制原則によっ て活動する合同体や企業の「伝導ヘノレト」（同書
，

　　　２９ぺ一ジ）として，市場機能の コソトロール手段をなしている 。その コソトロー

　　　ルに当たっての，ノルマチフの利用形態 ・条件こそ，資本主義の価格 メカニ ズム ，

　　　あるいは市場機能と異たる内容を保証するものである 。

　　２）行政にとっ て， 行政裁量は，ｒ現実状況への適応の必要性上不可避」であるとし

　　　ても，個六人や集団に特定の便益を供与するとか，一定の行動揚制を求めるよう

　　　な場合，該当する分野での行政裁量は，感謝と呪咀の間で杜会的評価が揺れ動く

　　　 ことにたる（大森彌「日本官僚制と裁量事象一着目点の整理　　」，日本行政

　　　学会編『日本の行政裁量　　構造と機能　　』年報行政研究１８，１３ぺ一ソ）。

　　３）　 ケースによっ て， 契約関係と使用従属関係とを切り離して労働関係の存否を判

　　　断し，労働保護法の適用除外による国家責任の放棄がおこりうる 。西陣機業にお

　　　ける出機への労働基準法等の適用問題はその例である（拙稿ｒ労働関係と労働基

　　　準一西陣機業におげる出機を中心にして　　」，滋賀大学経済学会『彦根論叢』 ，

　　　河野稔教授記念号掲載を参照されたい）。

　　４）国家形態は，統治形態，政治 レジム，国家統一の組織形態から形成される（ソ

　　　連邦科学アカデミー国家 ・法研究所 ・藤田勇監訳『マルクス＝レーニソ主義国家

　　　　法の一般理論』上，目本評論杜，１９７３年，２４０べ一ソ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０４）
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５）政治制度のサブ ・システムとして政策決定に関与するが，その場合に，政治制

　度，統治彬態，国家統一の組織彩態など国家移態の違いによっ て， この観定性の

　あらわれ方や強さが異なる。例えぱ，フラソス第５共和制とイギリスの場合を比

　較してみよ 。フラソスでは協約の立法化による拘束力の一般化がはかられるが ，

　イギリスでは，協定はあくまでも紳士協定でしかたい 。

６）西ドイツの経営組織法が，就業協定の締結に当た って，争議行為を禁止してい

　ること 。あわせて，大韓民国のｒ第５共和制」が，労働組合法を改正し労使協議

　会法を制定して，従来の産業別組織中心の体制を企業別組織中心に転換し，労使

　協議の制度化によっ て労使関係を企業 レベルに収束しようとしている事例を留意

　すべきである 。

７）杜会国家という概念は，コーポラティズム概念との関連で使用した概念であ

　る 。しかし，いま ，杜会国家概念について，ここで整理する条件は，主体的にも

　客体的にもない。ただ，国家一杜会一集団連関の体系としてとらえ，それをｒ杜

　会の国家化」と特徴づけうるという想定に立つものである。当面は，中野実氏の

　規定を借用しておく（中野実『現代国家と集団の理論　　政治的フルラリスムの

　諸相　　』早稲田大学出版部，１９８４年，第８章参照のこと）。

８）拙稿ｒ現代資本主義と労働基準」（２）（『立命館経済学』第３２巻第４ ・５合併号）

　３４～３５ぺ一ジを参照されたい 。

９）　 システム論的アプ ローチによる利益集団分析において，外生変数と内生変数と

　の問の関係が考慮される。たとえは，フレサス（Ｒ　Ｐｒｅｓｔｈｕｓ）を例とする 。フ

　レサスの分析枠組みについては，辻中豊ｒ利益集団の分析枠組　　新段階の諸ア

　プ ローチを中心に　　」（大阪大学『阪大法学』第１１６ ・１１７号，１９８１年３月）を

　参照されたい 。

１０）　 コーポラティズムの概念の整理については，山口定氏の業績（ｒネオ ・コーポ

　ラティズム論におげる　‘コーポラティズム ’の概念」，『思想』，１９８２年２月号所

　収）がある。たお，氏は，「システムとしてのネオ ・コーポラティズム」と「コ

　ーポラティゼーショソ」を区別される 。たしかにその類型化において，対象の明

　確化と分類基準について，概念的には精激化された。しかし，現実の対象を分析

　しようとすれぱ，システム分析の分析枠組み ・手法についての提起が伴わなげれ

　ぱ，われわれの主題に，そのまま利用できるところとはならない。こうした課題

　は，もちろん関連する領域の研究者全員の責務に属することではあるが 。

　　その意味では，富田義典氏による ，コーポラティズム概念の労使関係論と国家

　論への応用の意図は，重要な着眼である 。しかし，氏の論稿（ｒ『ネオ ・コーポラ

　ティスム』論についての考察　　労使関係論と国家論への応用のために一」 ，

　東北大学経済学会ｒ研究年報 ・経済学』Ｖｏ１．４５，Ｎｏ．４，所収）も，なお予備的

　考察の域を出ない 。
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　　　しかしたがら，労働制度まで貫通する労働協約の一般的拘東力をめぐる対立

　　が，杜会国家にとっ て何をもたらすかという問題については，本稿ではこれを検

　　討する余裕をもた次か った。この残された間題についての分析に，一定の見通し

　　を与えることができなげれぱ，これまで追求してきたこと自体の意味はたくた っ

　　てしまうだろう 。本稿を結ぶにあた って，この残された間題について，間題の所

　　在だけは明らかにしておく責任があろう 。

４　結びにかえて

　　　　　杜会運動と統一戦線

　政策決定のためのサブ ・システムとしてみれぱ，労働制度にたいする政府の

関与がどれだげ制度化され，国家諸装置との関係のもとで直接には政治的 レジ

ムに，さらには統治形態および国家統一の組織移態に一定の影響をあたえるこ

とにおいて，コーポラティズム，あるいは コーポラティズム化の問題のもとで ，

労働制度は検討されねばならない。しかし，いますぐに，この課題を検討する

ことはできない。事前に検討すべき課題を片づげるという手順を追うことなし

には，この間題は解決できないと思われるからである 。そしていま必要なこと

は， 現代資本主義の現実を分析するための，これまでの諸分野において蓄積さ

れた理論的枠組みを綜合し，トータノレ な分析枠組みを明らかにすることである 。

今日 ，経済理論に精彩がないと云われるのは，あまりに細分化され平板化した

分析枠組みによっ て， 徴細な点にこだわり ，全体の位置関係を見失い，歴史の

流れの中で事態を評価することができなくなっているからではなかろうか 。

　そこで，本稿は，労働関係を労働制度まで概念展開し，労働協約の　般的拘

束力をめくる対立を軸に据え，その転回の中で杜会国家としての現代資本主義

の現状を分析するという枠組みを構成してみたわけである 。もちろん，その前

提として，労働基準についての考察を終えている 。

　コーポラティズムの論議は，ミヅ テラソ政権のもとで，＜８３年５月＞の事件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
をきっ かげに，フラソスでも盛んである 。ミッ テラソ政権がとっ たケイソズ主

義的政策と杜会的平等化の政策とは，所期の効果をあげえなかったはかりか ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０６）
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かえ って経済的困難を増加させ，政策の修正を迫られた。そのことが，ミッ テ

ラソ政権の政策に，深い懐疑を抱く者，杜会的平等の破棄を心配する者なと ，

フラソス杜会の諸集団の問に方向の違う運動を呼びおこすような意見の不一致

をもたらしている 。＜８３年５月＞は，＜６８年５月＞と比較されたがら，６８年の

とき’とは不平の党派が変わ ったと云われている 。すなわち，街頭に進出してき

たのは１とりわげ中産階級であるということが語られている 。こうしたフラソ

スの状況は，杜会の＜変化＞にたいする国民的合意を，政策決定のシステムに

乗せる場合に，統一された杜会運動のもつ決定的重要性を示竣してくれるもの

である 。他方で，杜会の諸集団の要求が１つの方向に合意されない場合，し

かもその要求が＜変化＞にとっ て基本的なものである場合に，その分裂した要

求を統合する力はどこにあるのだろうか。その力を「中立」的な国家（行政権

力）の権威に求めてよいものかどうか 。

　そこで，われわれは，コーポラティズムの論議が，杜会運動と国家の権威と

の２つの課題において検討されなけれぼならないという当面の結論に到達する
。

杜会運動については，諸集団（利益集団）の要求を政策に反映させるシステム

との関連で，あらためて検討される必要がある 。その場合に，企業，あるいは

地域というレベルにおげる政策決定の位置を確認したうえで，その全国 レベノレ

での指導 ・調整　　行政の権威による指導 ・調整でないとすれぱ，政党の役割

をとりあげねばならないだろう　　による政策決定のサフ ・ノステムとしての

構造にたいして，杜会運動は対置される必要がある 。こうした構造的な対置の

もとで，あらためて統一戦線についての政党の役割と戦略 ・戦術目標が明確化

されねばなるまい。つまり ，このサブ ・システムにおいて制度化された諸機関

のもとにおげる杜会運動としての統一戦線が，目的意識的に追求されねばなら

ないということである 。したが って，特定の集団が，その制度や機関から排除

される場合には，また，この排除によっ て政策決定をはかろうというのであれ

ば， すでにその コーポラティズムは，杜会の＜変化＞を断念することになる 。

な畦たら，敵対する階級が当事者として参加して決定された杜会＜変化＞の追

求であ って，一方の階級，なかんづく労働者階級の側に分裂があり ，その一部

　　　　　　　　　　　　　　　　（５０７）
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の排除が階級協調のために意図される場合には，この杜会＜変化＞は，すでに

その一部が放棄されることにもなるからである 。しかも，政策決定のサブ ・シ

ステムにおいて，企業 レベルにおげるこの排除による労使合意が制度化される

たらぱ，それはその結果とともに国家移態としても，杜会構造としても ・いか

なる歴史的評価を加え汕まよいことにたるのであろうか。問題の所在は，きわ

めて大きく ，かつ深刻である 。

　最近，『目本労働協会雑誌』に，１９８４年労使関係研究会議（日本労使関係研究協

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
会と目本労働協会の共催）の報告 ・討論が掲載された。また，同誌の別の号には ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
ンソポシ ューム ・目本の労働問題Ｉ ・１が掲載された。とくに，１■ソポシ ュー

ムのＩは，労働組合 ・労使関係についての基調報告と討論を紹介しており ，興

味深い。その討論の中で，とくに興味をそそられるのは，１つは，労使関係研

究の枠組みについて，労使関係のレベノレが「職場間題」をこえる領域　　たと

えは政治的 ・杜会問題の領域　　まで広げられねはならなくな ったのではない

かという認識。２つは，労使関係の問題領域を拡げるとしても，現実に「職場

間題」に対応した労働組合機能からみれは，別のレヘノレの枠組みが求められて

いるという主張をめく“る意見の違い，である 。いずれにしても ，労働組合によ

る政策 ・制度要求，労使協議制の普及とい った現実に促迫されて，労使関係研

究の枠組みについての意見の違いが生まれ，その違いが研究方法にもかかわる

大き恋問題であることは明らかであるが，なお，新しい研究枠組みにたいする

見通しについては不鮮明なようである 。しかし，このシソポジ ュームで討議さ

れ， 論議の対象とた った課題は，労使関係研究はもとより ，現代資本主義の階

級関係の分析にとっ ても重要な間題として共有されるべきものと思われる 。

　しかし，こうした問題について，たお，われわれは，多くの予備的考察を必

要とするが，手順に従った検討が続げられねぽならない 。

　　 １）《８３年５月》の事件のあと ，《６８年５月》との対比で，いろいろの発言がなさ

　　　れた。Ｃ　ＧＴの元書記長Ｇ，セエギ ュイは，中産階級の不平を示した《通常とは

　　　違 った杜会紛争（ｃｅｔ　ｅｘｔｒａｏｒｄｍａｒｅ　ｃＯｎ且１ｔ　ｓｏｃ１ａ１）》とい っている 。その他の論

　　　者の発言について，Ｌ１８１８０ｍ　ｓ０６１８１ｅ８ 誌のＮ◎１６５３（１７ｍａ１１９８３）において紹

　　　介されている。その論議の中心は，《６８年５月》と《８３年５月》の性格の対比で

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０８）
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　あ った 。

２）　日本労働協会『日本労働協会雑誌』Ｎｏ．３０１（１９８４年６月）参照
。

３）　目本労働協会ｒ目本労働揚会雑誌』Ｎｏ．３０３（１９８４年８月）Ｎｏ．３０４（１９８４年９

　月）所収 。

（５０９）




